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「オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書の締約国等につい 

て」を次のとおり制定する。 
 

平成２７年４月２２日 
 
 
 

経済産業省貿易経済協力局長 宗像 直子 
 
 
 

オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書の締約 
国等について 

 
 
「オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書附属書Ａ、附属書

Ｂ、附属書Ｃ及び附属書Ｅに掲げる物質の輸出承認について」（平成９年７月１

日付け平成０９・０６・２４貿局第３号・輸出注意事項９第３６号）の記５で

定めるオゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書締約国を次のと

おり制定し、平成２７年４月２２日から施行する。 
なお、「オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書の締約国等に

ついて」（平成１８年５月１２日付け輸出注意事項１８第１７号）は、平成２７

年４月２１日限り廃止する。 
 

 

 
 
 
 



１ オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書附属書ＡからＣま

で及びＥに掲げる物質の締約国 
アフガニスタン、アルバニア、アルジェリア、アンドラ、アンゴラ、アンティ

グア・バーブーダ、アルゼンチン、アルメニア、オーストラリア、オーストリ

ア、アゼルバイジャン、バハマ、バーレーン、バングラデシュ、バルバドス、

ベラルーシ、ベルギー、ベリーズ、ベナン、ブータン、ボリビア、ボスニア・

ヘルツェゴビナ、ボツワナ、ブラジル、ブルネイ、ブルガリア、ブルキナファ

ソ、ブルンジ、コートジボワール、カンボジア、カメルーン、カナダ、カーボ

ヴェルデ、中央アフリカ、チャド、チリ、中華人民共和国（香港及びマカオを

含む。）、コロンビア、コモロ、コンゴ共和国、クック、コスタリカ、クロアチ

ア、キューバ、キプロス、チェコ、北朝鮮、コンゴ民主共和国、デンマーク、

ジブチ、ドミニカ、ドミニカ共和国、エクアドル、エジプト、エルサルバドル、

赤道ギニア、エリトリア、エストニア、エチオピア、ソマリア、フィジー、フ

ィンランド、フランス、ガボン、ガンビア、ジョージア、ドイツ、ガーナ、ギ

リシャ、グレナダ、グアテマラ、ギニア、ギニアビサウ、ガイアナ、ハイチ、

バチカン、ホンジュラス、ハンガリー、アイスランド、インド、インドネシア、

イラン、イラク、アイルランド、イスラエル、イタリア、ジャマイカ、ヨルダ

ン、カザフスタン、ケニア、キリバス、クウェート、キルギス、ラオス、ラト

ビア、レバノン、レソト、リベリア、リビア、リヒテンシュタイン、リトアニ

ア、ルクセンブルク、マダガスカル、マラウイ、マレーシア、モルディブ、マ

リ、マルタ、マーシャル、モーリタニア、モーリシャス、メキシコ、ミクロネ

シア、モナコ、モンゴル、モンテネグロ、モロッコ、モザンビーク、ミャンマ

ー、ナミビア、ナウル、ネパール、オランダ、ニュージーランド、ニカラグア、

ニジェール、ナイジェリア、ニウエ、ノルウェー、オマーン、パキスタン、パ

ラオ、パナマ、パプアニューギニア、パラグアイ、ペルー、フィリピン、ポー

ランド、ポルトガル、カタール、大韓民国、モルドバ、ルーマニア、ロシア、

ルワンダ、セントクリストファー・ネーヴィス、セントルシア、セントビンセ

ント、サモア、サンマリノ、サントメ・プリンシペ、サウジアラビア、セネガ

ル、セルビア、セーシェル、シエラレオネ、シンガポール、スロバキア、スロ

ベニア、ソロモン、南アフリカ共和国、南スーダン、スペイン、スリランカ、

スーダン、スリナム、スワジランド、スウェーデン、スイス、シリア、台湾、

タジキスタン、タイ、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、東ティモール、ト

ーゴ、トンガ、トリニダード・トバゴ、チュニジア、トルコ、トルクメニスタ

ン、ツバル、ウガンダ、ウクライナ、アラブ首長国連邦、英国、タンザニア、

アメリカ合衆国、ウルグアイ、ウズベキスタン、バヌアツ、ベネズエラ、ベト

ナム、イエメン、ザンビア、ジンバブエ 


